
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  分掌変更があった場合の退職給与 

Ｑ：役員の分掌変更があった場合の退職給

与が認められないとする裁判があったそうで

すが、どのような内容だったのですか？ 

 

Ａ：法人税の通達に規定する事実に該当す

れば退職給与と認められるというわけではな

く、実態をみて判断すべきとして、納税者の

主張を棄却しました。 

【解説】 

法人税では、法人が役員の分掌変更又は改

選による再任等に際しその役員に対し退職給

与として支給した給与については、その支給

が、例えば次に掲げるような事実があったこ

とによるものであるなど、その分掌変更等に

よりその役員としての地位又は職務の内容が

激変し、実質的に退職したと同様の事情にあ

ると認められることによるものである場合に

は、これを退職給与として取り扱うことがで

きるとされています。 

①常勤役員が非常勤役員になったこと。 

②取締役が監査役になったこと。  

③分掌変更等の後における報酬が激減（お

おむね50％以上の減少）したこと。 

この事件は、納税者が上記事由に該当する

として支給した金銭が、退職所得と認められ

ないとされたことに対して争われたものです

が、地裁は、報酬を減額したとはいえ後任の

代表取締役と同じ報酬額であることや常勤の

実態があること、取引先との対応業務にも従

事していたという事実から退職所得に該当し

ないとする判断を下しました。 
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